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すべての人が健康で明るく安心して暮らせる地域づくりを目指して、民間の社会福祉活動を

推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。

社会福祉協議会とは…（略して「社協」）

山北町社協の会員会費制度
　社協の事業を行っていくための財源として皆様に会員加入していただき、会費とし
てご協力いただいています。
　　　　〇 一般会費（住　　民） 年額 1 口　1,000 円
　　　　〇 団体会費（協力団体）　 年額 1 口　1,000 円
　　　　〇 賛助会費（会社、医院、寺、飲食店など）　年額 1 口　3,000 円

山北町社会福祉協議会

〒258-0111

神奈川県足柄上郡山北町向原 1379 番１

電 話 ０４６５ー７５ー１２９４
FAX ０４６５ー７６ー４０７９
Email info@yamakitashakyo.jp
ホームページ
http://www.yamakitashakyo.jp



在宅の高齢者を対象に、介護用品の給付することにより健康増進や日常生活の便宜を図り、介護者
の負担軽減を目的に実施しています。

一般交通機関（電車やバス等）を利用することが困難な高齢者や障がい者の外出時の利便を図るため、
福祉車両を運行しています。

月 2 回（第１、第３火曜日）12:00 ～ 13:30（送迎可）
在宅で生活している概ね 70 歳以上のひとり暮らしの高齢者、概ね 70 歳以上の高齢者世帯を対象と
したお昼のお食事会です。バランスのとれた手作りの食事を提供し、健康保持を図るとともに、安
否確認・孤独感を和らげるため実施しています。食事の後は、みんなで歌をうたったり、体操やボッ
チャなどをして楽しみます。

在宅の概ね６５歳以上のひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯を対象に、調理済の食事をお届けし安
否確認や健康の保持・孤独感の解消などを目的に実施しています。

在宅の概ね６５歳以上の方で、理容・美容所での利用が困難な高齢者や障がい児・者を対象に実施
（カットのみ）しています。

紙おむつ・尿とりパット給付事業

移送サービス事業

給食サービス事業

配食サービス事業

理容・美容サービス事業

自宅で暮らしていくために…

困りごとなどのご相談をお受けしています。
お受けしたご相談の内容により、関係機関におつなげいたします。

高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等で、日常生活の中で必要な情報を入手したり、
理解して判断することが難しい方が “安心” して暮らせるように、福祉サービス利用手続きや金銭管
理のお手伝いをします。
※利用には契約が必要になります。　※所得により利用料がかかる場合もあります。

一時的に生活に困窮している世帯に対し、経済的自立と生活意欲の助長を目的に資金の貸付を実施
しています。基本的には連帯保証人が必要となります。

低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯を対象として、無利子または低利子で資金を貸し付ける
ものです。資金の種類は大きく分けて①総合支援資金　②福祉資金　③教育支援資金　④不動産担
保型生活資金の４つあります。

相 談 事 業

日常生活自立支援事業

緊急援護貸付金

生活福祉資金

生活でお困りのときは…

月 1 回（第 4 火曜日）10：00 ～（送迎可）
高齢者が誰でも自由に参加して、手芸や工作、おしゃべりなどを楽しみ、自分自身の生きがいと仲
間を見つける場として開催しています。

在宅の高齢者の健康増進のため実施しています。火曜日と水曜日コースに分かれており、それぞれ
月２回実施しています。

いきいきサロンの実施　

ニコニコ健康体操の実施

仲間とともに楽しむ時間を…

ボランティア活動をしてくれる方、また、災害時にボランティア活動にご協力いただける方を募集
しています。

ボランティアをしてみませんか？

地域住民が主体となって交流や仲間づくり等を通じて、閉じこもりや認知症の防止の推進及び地域
の人同士の親睦を深めること（お茶のみ会やラジオ体操など）を目的として助成事業を実施してい
ます。

小地域サロン活動　

地域で楽しく仲間づくりを…

行事用テント、綿菓子機、氷かき機、ポップコーン機、輪投げセット、ボッチャ、大釡、かまど、臼杵、
せいろ、なべ 等の行事用器材の貸出をしています。料金は無料です。

行事用器材の貸出

小・中学校より依頼を受けて、車いすや手話、点字のボランティアさんにご協力いただき、「福祉体
験学習」を実施しています。また、夏休みには中学生を対象に、町内の福祉施設で 1 日体験をする「中
学生体験学習」を実施しています。

福祉教育に取り組んでいます

山北町に住所を有する方で、要支援や要介護 1 の認定を受けている方に、車いす・ポータブルトイ
レの貸出をしています。貸出期間は最長 6 ヶ月で、料金は無料です。

福祉機材の貸出

社会福祉協議会のサービスや取り組み

※登録制（所得制限があります）

※神奈川県社会福祉協議会事業

※登録制

※登録制

※登録制

※登録制

※申込制

※登録制

※登録制


